
献

呈

の

辞

神
奈
川
大
学
法
学
会
会
長

山

田

徹

内

田
文

昭
教
授
、
佐
藤
司
教
授
、
望
月
礼

二
郎
教
授

の
諸
先
生
は
、
平
成
十
六
年

三
月
末
を
も

っ
て
神
奈

川
大
学
法
学
部
を
ご
退
職

さ
れ

ま
し
た
。

内

田
教
授
は
、

北
海

学
園
大
学
、
上
智
大
学
、
北
海
道
大
学

、
帝
京
大
学

で
ご
教
鞭
を
と
ら

れ
た
後

に
、

平
成

三
年

四
月

に
本
学

に
赴

任
さ
れ
、
刑
法

の
講
義

を
担
当
さ
れ

る
と
と
も

に
、
平
成

六
～
九
年

に
は
本

学
学
長
を
勤

め
ら

れ
、
本
学

の
発
展

に
ま

こ
と

に
多
大
な

ご

寄
与
を
な
さ
れ
ま

し
た
。
そ

の
間
、
先
生
は
わ
が
国

に
お
け
る
刑
法
学

の
権
威
と

し

て
、
日
本
刑
法
学
会

の
常
任

理
事
を

は
じ
め
と
す

る

学
会

の
要
職
を
占

め
ら
れ
、

こ
の
学
問
分
野

の
発
展

で
常

に
主
導

的
な
役
割

を
果
し

て
ま

い
り
ま

し
た
。
先

生

の
豪
放
嘉
落
な
ご
性
格
と

相
侯

っ
て
、
先
生

の
周

り

で
は
談
論

の
輪
が
た
え
ず

、
わ
れ
わ
れ
も
楽

し

い
時
間
を
過

ご
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ま

た
、
先
生

の
明

快
な
ご
講
義

は
学

生

の
間

で
高

い
人
気
を
得

て

い
た
と
承

っ
て
お
り
ま

す
。

佐
藤
教
授

は
、
宇
都

宮
短
期
大
学
、
愛
媛
大
学

に
ご
勤

務
さ
れ
た
後

、
昭
和
四
六
年

四
月
に
本
学

に
着
任

さ
れ
、
憲
法

お
よ
び
行
政
法

の
講
義

を
担
当

さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
本
学
部

の
学
部
長
お
よ
び
大
学
院
法

学
研
究
科

の
委
員
長
を

歴
任

さ
れ
、
本
学

の
研
究
と
教
育

に
大

き

な
寄
与
を
果

さ
れ
ま

し
た
。
先
生

は
、
わ

が
国

の
憲
法
学

、
教
育
法

学

の
泰
斗
と

し

て
、
関
連

の
学
会

の
発
展
を

リ
ー
ド
し

て
ま

い
り

ま
し
た
。
同
時

に
先
生

は
対
外
的
な
場

で
も
ご
活

躍
さ
れ
、
こ

の
間
、
文

部
省
学
術
審
議
会
審
査
委
員

、
日
本
学
術
会
議
会
員

の
こ
要
職

を
勤
め

ら
れ

る
と
と
も

に
、
市
民
活

動

の
領
域

で
も
先
導
的

な
役
割

を
果
さ

れ
ま

し
た
。

こ
れ
ら

の
活

動
に
裏

打
ち
さ
れ
た
ご
講
義

は
、

学
生

に
も
好
評
を
得

て
き
た
と
存
じ
上
げ

て
お
り
ま
す
。



望

月
教
授

は
、
東
北
大
学
、
千
葉
大
学
、
東
京
大
学

に
ご
奉
職

さ
れ
た
後
、
平
成

三
年

四
月

に
本
学

に
赴
任

さ
れ
、
民
法

、
英
米
法

の

講
義
を
担
当

さ
れ

る
と
と
も

に
、
そ

の
間
、
本
学
図
書
館
館
長
を
勤

め
ら

れ
、
本
学

の
研
究

・
教
育

の
発
展
と
そ

の
環
境

の
整
備

に
多
大

な
寄
与
を

果
さ
れ
ま

し
た
。
先
生
は
わ
が
国

に
お
け

る
戦
後

の
英
米
法
研
究
を
先

駆
的
に
主
導

さ
れ

て
き

た
方

で
あ
り
、
比
較
法
学
会

理

事
、

日
米
法
学

会
理
事
と
し

て
、
国
際
的
な
学
術
交
流

の
場

で
も
ご
活
躍
な
さ

れ
ま

し
た
。

ま
た
先

生
は

エ
ス
プ
リ

に
富
む
座
談

の
名
手

で
あ
り
、
研
究

に

つ
い
て
の
語
ら

い
だ
け

で
な
く

、
広
く
様

々
な
話
題

に
お

い
て
、
わ
れ
わ

れ
と
歓
談

の
場
を
も

っ
て

い
た
だ
き
ま

し
た
。

本
学

の
学
生
も
ま

た
、
先
生

の
ご
講
義
を

通
じ

て
、
学
問

の
み
な
ら
ず
そ

の
ご
人
格

上
か
ら
得

る
様

々
な
恩
恵
を
受
け

て
ま

い
り
ま
し
た
。

神
奈

川
大

学
法

学
会
は
、

諸
先
生

に
わ
れ
わ

れ

の
感
謝

の
気
持
ち
を
表

す
た
め

に
、

『神
奈

川
法
学
』
本
号

(第

三
七
巻
第

一
号
)
を

献
呈

さ
せ

て
い
た
だ
く

こ
と

と

い
た
し
ま

し
た
。

終
わ
り

に
あ

た

っ
て
、
諸
先
生
方

の

一
層

の
ご
健

勝
と

ご
活
躍
を

お
祈
り

す
る
次
第

で
あ

り
ま
す
。

平
成

一
六
年

(
二
〇
〇
四
年
)
十

二
月


